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３．報告書要約 

 

 キャリア保障を軸として、労働政策の大きな方向付けを整理した。2019 年度末の第 1 次

中間報告書、2021年度末の第 2次中間報告書を踏まえ、今般、最終報告書を取りまとめた。

第１編（総論）は、キャリア保障を軸とした中長期的視点からの労働政策のあり方をまとめ

た。第 2編（各論）は、労働政策が取り組むべき主要な課題につき、研究会の個々のメンバ

ーの個人的見解を掲げた。 

 研究会でのヒアリングや議論を経て、経済社会構造の大きな変化によってわが国雇用シ

ステムの綻びが様々な面で露呈し、それが企業の人材マネジメントの改革を求め、労働政策

の見直しを要請していることが再確認できた。とりわけ、2020 年から始まったコロナ・パ

ンデミックは、人と人との接触を制限することで、対面による集団的作業志向の強い日本型

の働かせ方と雇用慣行の限界を否応なく浮き彫りにし、個人が改めて自身のキャリアにつ

いて考える機会を増やしたといえる。そうしたなかで、従来、企業サイドから語られること

の多かった日本型雇用システムの問題を、個人サイド、とりわけ個人のキャリア形成とキャ

リア展開の観点から捉え直すことの必要性が高まっているように思われる。 

 こうした認識に立って、第 1編（総論）では、キャリア権を軸とした中長期的視点から労

働政策のあり方をまとめた。 

 第 1章では、日本の経済社会構造は、マクロ的な観点での３つの大きな変化、すなわち、

①急速な少子高齢化の進展、②テクノロジー変化の大きな進展、③グローバルサプライチェ

ーンの分断化と他方でのグローバル化のトレンドの継続、があり、こうした経済社会構造の

変化により、いわゆる終身雇用・年功制を特徴とする日本的雇用システムの綻びが目立って

いることを論じた。そして、キャリアの形成に主体性を求める状況をどう進めるかが課題に

なっていること、女性・高齢者・外国人・障がい者等の戦力化が不可欠になっており、その

主体的なキャリア形成を可能にすることが求められていること、を論じた。 

 第 2 章では、社会経済のあり方を企業・産業中心の視点からだけ考えるのではなく、個

人・労働力中心の視点からも考えることが重要であることを指摘し、労働者主体のキャリア

形成の条件整備の必要性を、労働力需要＝企業・産業サイドの要因（事業環境の変容から「革

新力」のニーズが増大している。）、労働力供給＝個人サイドの要因（人口動態の変化が、企

業依存型キャリアからの脱却を求めている。）の双方から考察した後、キャリア形成面から

みた既存の人材活用・育成システムの特徴と限界を論じた。そして、欧州諸国の動向、中核

企業における最近の動向、政府（厚生労働省、経済産業省、文部科学省）の動向を整理した

後、最後に、キャリア保障とキャリア権の関係を論じた。 

 第 3章では、労働政策が取り組むべき中長期的課題として、①ジョブ型により親和的な人

的資源管理、②女性、中高年シニア、外国人、障害者等就労困難者が活躍する社会の実現、

③フレキシブル・ワーク（働く時間、働く場所、休暇の自由度を高めた働き方）の支援、④

労働移動の円滑化、⑤人的資源への投資の抜本的強化の必要、の 5点を揚げ、それぞれの課

題とキャリア保障との関係を整理した。 

 第 2編では、 労働政策が取り組むべき主要な課題につき、研究会メンバーに個々人の執

筆責任で寄稿いただいた。 


